
​おかやま省エネ家電購入・住宅断熱リフォーム応援キャンペーン　参加店募集要項​

​エネルギー価格高騰に伴う家庭の光熱費負担軽減と、温室効果ガス排出量削減に資する​

​ため、県民の省エネ性能の高い家電購入及び窓の断熱リフォームを支援するキャンペーン​

​として、「おかやま省エネ家電購入・住宅断熱リフォーム応援キャンペーン」を実施しま​

​す。​

​この要項では、本事業に参加する家電製品・機器の販売を行う県内店舗の募集に当た​

​り、必要な事項を定めます。​

​１　事業概要​

​事業主体​ ​岡山県（担当：環境文化部脱炭素社会推進課）​

​受託事業者​

​(キャンペーン事務局)​

​株式会社JTB 岡山支店​

​岡山市北区駅元町1−6 岡山フコク生命駅前ビル10階​

​キャンペーン名称​
​おかやま省エネ家電購入・住宅断熱リフォーム応援キャン​

​ペーン​

​キャンペーンの内容​
​実施期間中に、参加店において対象製品を購入した県民に対​

​し、購入品目等に応じたポイント等を交付する。​

​対象者​
​岡山県内に居住する個人​

​※　法人・個人事業主は対象外​

​事業期間​

​【参加店募集期間】​

​令和８年５月１日（金）～令和８年６月４日（木）​

​【購入（販売）対象期間】​

​令和８年６月18日（木）～令和８年12月31日（木）​

​【ポイント等交付申請受付期間】​

​令和８年６月18日（木）～令和９年１月15日（金）​

​※　購入（販売）対象期間内に商品の引き渡し（納品）と​

​保証書の発行が完了していること。​

​※　ポイント交付は先着順で、予算が上限（13億５千万​

​円）に達した時点で終了となる。​

​ポイント等交付の対象​

​となる製品​
​別表１のとおり​

​ポイント等の額​ ​別表２のとおり​

​交付するポイント等​

​の種類​

​(1)キャッシュレス決済サービスのポイント​

​PayPay​​ポ​​イ​​ン​​ト、​​d​​ポ​​イ​​ン​​ト、​​au​​PAY​​ギ​​フ​​ト​​カー​​ド、​​Edy​

​ギ​​フ​​ト​​ID​​、​​Amazon​​ギ​​フ​​ト​​カー​​ド、​​WAON​ ​POINT​ ​e​​ギ​​フ​​ト、​

​nanacoギフト​

​(2)商品券​

​JCBギフトカード​

​※​ ​PayPayポイントは出金、譲渡不可です。PayPay／PayPayカード公式ストアでも利用可能です。​

​交換率は97%となります。​

​※​ ​dポイントは、株式会社NTTカードソリューションが発行する電子マネーギフトサービス「ポイ​

​ント＠ギフト（dポイント）」で進呈いたします。​

​※​ ​「au PAY」は、KDDI株式会社の商標です。​



​※​ ​「EdyギフトID」は、楽天Edy株式会社との発行許諾契約により、株式会社NTTカードソリュー​

​ションが発行する電子マネーギフトサービスです。​

​※​ ​「楽天Edy（ラクテンエディ）」は、楽天グループのプリペイド型電子マネーサービスです。​

​※​ ​本キャンペーンは「おかやま省エネ家電購入・住宅断熱リフォーム応援キャンペーン」による​

​提​​供​​で​​す。​​本​​キャ​​ン​​ペー​​ン​​に​​つ​​い​​て​​の​​お​​問​​い​​合​​わ​​せ​​は​ ​Amazon​ ​で​​は​​お​​受​​け​​し​​て​​お​​り​​ま​​せ​​ん。​

​「おかやま省エネ家電応援キャンペーン事務局」（050-5893-1309）までお願いいたします。​

​※​ ​Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com,Inc.またはその関連会社の商標です。​

​※​ ​「WAON POINT」は、イオン株式会社の登録商標です。​

​※​ ​「​​WAON​ ​POINT​ ​e​​ギ​​フ​​ト」​​は、​​イ​​オ​​ン​​マー​​ケ​​ティ​​ン​​グ​​株​​式​​会​​社​​が​​発​​行​​許​​諾​​す​​る​​サー​​ビ​​ス​​で​​あ​​り、​

​株式会社NTTカードソリューションは、その許諾に基づきサービスを提供しています。​

​※​ ​「nanaco(ナナコ)」と「nanacoギフト」は株式会社セブン・カードサービスの登録商標です。​

​※​ ​「nanacoギフト」は、株式会社セブン・カードサービスとの発行許諾契約により、株式会社NTT​

​カードソリューションが発行する電子マネーギフトサービスです。​

​※​ ​本キャンペーンについてのお問い合わせは株式会社セブン・カードサービスではお受けしてお​

​りません。「おかやま省エネ家電応援キャンペーン事務局」までお願いいたします。​

​２　参加店となる要件について​

​参加店となるための登録申請を行うに当たっては、次のＡ－１からＡ－５の要件を満​

​たす必要があります。​

​【基本要件】​

​（Ａ－１）岡山県内に所在する実店舗（営業所等を含む）であること。​

​（県内に実店舗を有しないEC店舗等は対象外とする。）​

​（Ａ－２）顧客の生活環境等に応じた家電製品・機器の選び方等についてアドバイ​

​スを行うこと。また、対象製品に統一省エネラベルを表示するととも​

​に、省エネ性能等について適切に案内をすること。​

​（Ａ－３）キャンペーンの実施に必要な手続（広報宣伝、購入者への説明、申請の​

​補助・助言等）を行うこと。​

​（Ａ－４）キャンペーンに関して不正が疑われる状況等を覚知した場合には、速や​

​かにキャンペーン事務局に報告すること。​

​（Ａ－５）キャンペーンの実施に関連する法令、条例等（家電リサイクル法等）を​

​遵守すること。​

​３　キャンペーンの実施に当たり、参加店が実施する事項等​

​参加店の要件に定めるほか、キャンペーンの実施に当たり、参加店では以下の事項を​

​行っていただく必要があります。​

​【ポイント等の交付に関する手続き】​

​(1)　購入対象期間中、自店において対象製品を購入した者に対して、以下の事項​

​を実施してください。​

​●​ ​身分証の提示等により、購入者が岡山県民であることを確認する。このと​

​き、購入者にキャンペーンポイント申請用チケットを配付する。また、当該​

​購入に係るレシート等に押印する等の方法により、キャンペーンポイント申​

​請用チケットを配付済みであることが確認できるようにする。（重複交付の​

​防止）​

​(2)　ポイント等の交付申請は購入者本人がキャンペーン事務局に対し直接行うも​



​のとしますが、購入者が申請に関してサポートを求めた場合は、店舗において​

​適切に対応してください。​

​(3)　キャンペーンポイント申請用チケットを配付した購入に係る製品の返品が​

​あった場合は、直ちに配付したキャンペーンポイント申請用チケットを回収​

​し、返品対応書・対象となる購入製品のレシート等・保証書等のコピーととも​

​に事務局に提出してください。​

​【その他、参加店として必要な事項】​

​(1)　キャンペーン用のチラシ、ポスター、ステッカー等を来店者から見やすい場​

​所に掲示する等、事業の周知に協力してください。​

​(2)　本事業への参加に際し、苦情・紛争等が生じた場合は、自らその解決に努め​

​るようにしてください。​

​４　キャンペーン参加店の登録申請方法について​

​(1)　参加店登録申請の方法​

​参加店募集期間中に、インターネットの特設サイトから申請してください。​

​(2)　登録・承認​

​登録申請のあった事業者について、申請内容が適当と認められる場合は参加店と​

​して登録し、県民向けのサイトにおいて店舗名を周知するとともに、必要な資材を​

​無償で交付します。​

​(3)　申請に当たっての注意事項​

​●​ ​この募集要項をよくお読みいただき、事業内容をよくご理解の上、登録申請を​

​行ってください。やむを得ないと認められる場合を除き、店舗登録後の辞退はで​

​きません。​

​●​ ​店舗登録申請は、インターネットによる手続きを原則とします。紙（郵送）によ​

​る申請を希望される場合は、コールセンターへご連絡ください。​

​●​ ​県内に複数店舗をもつ事業者についても、店舗ごとに登録申請を行ってくださ​

​い。複数店舗分をまとめて申請することはできません。​

​５　不正利用等について​

​本キャンペーンにおいて、一切の不正な行為は許されません。万が一不正を行った場​

​合は、参加店からの登録取消及び法的措置の対象とします。​

​●​ ​虚偽の内容により、参加店として申請すること。​

​●​ ​キャンペーン申請用チケットの不正利用（自己取引・架空取引等）を行うこと。​

​●​ ​その他、詐欺等の犯罪行為に結び付く行為など、岡山県（キャンペーン事務局）​

​が不適当と判断した行為。​

​６　その他​

​●​ ​参加店登録後、キャンペーンの趣旨及び内容並びに参加店において行うべきこと​

​等を説明するマニュアルを郵送します。マニュアルの内容について十分に理解し​

​た上でキャンペーンに参加してください。また、不明点などがある場合は、下記​

​コールセンターに問い合わせる等により、確実に疑問を解消するようにしてくだ​

​さい。​

​●​ ​上記の特設サイトにて、6月18日以降に対象製品購入者向けのＦＡＱ（よくある質​

​問）を掲載いたしますので、適宜確認し、事業実施の参考としてください。​



​７　問合せ先（参加店向け）​

​本事業の実施や、参加店の募集に関する問い合わせは、下記コールセンターにおいて​

​対応します。​

​（別表１）ポイント等交付の対象となる製品​

​品目​ ​対象製品要件​

​エアコン​ ​統一省エネラベル省エネ性能★3.0以上​

​電気冷蔵庫​
​統一省エネラベル省エネ性能★2.0以上かつ省エネ基準達成率100％以上​

​統一省エネラベル省エネ性能★4.0以上かつ省エネ基準達成率100％以上​

​LED照明器具​ ​統一省エネラベル省エネ性能★4.0以上​

​（別表２）ポイント等の額​

​品目​
​統一省エネラベル​

​省エネ性能​

​補助率​

​（千円未満切り捨て）​

​購入​

​上限数​

​ポイント交付額​

​（1ポイント=1​

​円）​

​エアコン​
​★3.0以上​ ​購入金額の５分の１​

​1世帯につき​

​3台まで​

​上限:50,000ポイント​

​下限:10,000ポイント​

​★4.0以上​ ​購入金額の４分の１​

​電気​

​冷蔵庫​

​★2.0以上​
​かつ省エネ基準達成率​

​100％以上​

​購入金額の５分の１​
​1世帯につき​

​1台まで​​★4.0以上​
​かつ省エネ基準達成率​

​100％以上​

​購入金額の４分の１​

​LED​

​照明器具​

​シーリング・ペンダン​

​トタイプ等​

​★4.0以上​
​購入金額の４分の１​

​1世帯につき​

​一式（回）​

​まで​

​上限:50,000ポイント​

​下限: 5,000ポイント​

​※​ ​購入金額とは、対象となる家電本体にかかる代金を差し、消費税等、設置工事費、リサイクル​

​料金などは含まれません。​

​※​ ​購入金額に補助率を掛けた金額が、交付ポイント数の下限に満たない場合、ポイントは交付さ​

​れません。（複数台購入した場合も合算不可）​


